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接触感染予防策手順＜病院＞例
	内　容
	備　考

	Ⅰ　完全個別管理の場合について
　1）患者は原則として室外に出てはいけない
　2）家族の付き添い、または面会について
（1）付添い家族は原則としてつけない
（2）面会者は最小限の人数とし、手洗いのみして、ディスポガウン、マスクはしないでよい
　ケア（おむつ交換、清拭など）など濃厚に接触する場合は、ディスポーザブル手袋をする
（3）手洗いを励行する
　3）職員の入退室について
（1）入室の場合
　通常の病室訪問と同様で、手指消毒（ベルコムローション®（0.2％塩化ベンザルコニウム加アルコール）などで）を行う
＊MRSA は接触感染であるため、菌検出が認められる部分の処置をするときは、ディスポガウン、マスク、ディスポーザブル手袋を装着する
＊処置をしない場合は、手袋不要

＊排泄物処理について、必要に応じてエプロン着用
（2）退室の場合
①処置後のディスポ手袋をはずして、専用ごみ容器に入れる
②マスクを外して、専用ごみ容器に入れる
③ディスポガウンを脱ぎ、専用ごみ容器に入れる。または専用スタンドに掛ける
④部屋に手洗い設備がある場合は、流水のもとで石けんで手洗いをし、ペーパータオルで拭く
⑤室外でベルコムローション®（0.2％塩化ベンザルコニウム加アルコール）にて手指消毒をする
⑥流水のもとで、石けんで手洗いをする
⑦イソジンガーグル®（ポビドンヨード）で含嗽する（特殊な場合）
　4）病室内に常備する物品
（1）消毒薬
　①手指　　・ベルコムローション®（0.2％塩化ベンザルコニウム加アルコール）
　②器具　　・一般清掃用洗剤
　③病室　　・一般清掃用洗剤
（2）処置等に使用する物品
患者専用とする
・体温計・血圧計・聴診器・駆血帯
・点滴台・酒精綿・絆創膏
・使用済み針入れ専用容器
・ガーグルベースン
・病室専用包交具一式（ガーゼ、スキントレイ等）
（3）排泄時に必要な物品
・尿器・便器（ポータブルトイレ）
（4）清掃用具
・モップ・粘着式清掃用具
（5）その他
・ディスポガウン
・ディスポマスク
・蓋付きバケツ（ごみ用）
・ペーパータオル
	＊マスクは、サージカルマスクとする
＊汚染防止のため、手関節まで手洗いをする
＊スリッパは汚染しやすく、毎日の交換でも不十分であるので使用しない
＊ナースシューズからの汚染は考えにくい
　廊下、床からの感染は考えられない
＊蓄尿びんは病室には置かない

	Ⅱ　物品その他の取扱い方法
（1）検査材料採取
①感染者から検体を採取する場合はディスポガウン、手袋を装着、採取する
②あらかじめ、採取容器は室内の所定の場所に準備しておく
③血液、髄液等を採取する場合は、十分に局所消毒を行う
④採取された検体は密封し、ビニ一ル袋に入れ、MRSA と明示し、速やかに検査室へ運ぶ
⑤検査材料がこぼれた場合、70%エタノールで外側から内側に向けてよく拭き取る
⑥以下の場合は、依頼伝票にMRSA と明示する
出張による検査、リハビリ、放射線科での撮影等
（2）リネン、寝具、寝衣、清拭タオル
①一次消毒（エフゲン®（ホルマリン）*）は不要
（ただし、血液・便等で汚染したものは別袋に入れ、二重袋にして出す）
（ただし、血液類の汚染が強い場合は手袋をして水洗後出す）
病院洗濯場へも、同様の扱いで出す
②清拭は、患者専用のタオルを準備してもらう
（3）患者個人の衣類
①同様に、二重袋にして出し、家族へ依頼する
②家族への衣類の取扱いの説明;

70 ℃以上の温水を用いるか、塩素系殺菌消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）に1 時間浸漬後、洗濯し十分乾燥させる（アイロンも効果あり）
（4）ディスポガウン・マスク
①ディスポガウンの交換は、毎日実施
使用後のディスポガウンは、感染性廃棄物として廃棄する
（5）気道分泌物吸引時カテーテル
①１回ごと吸引、その後廃棄する
廃棄したカテーテルは、感染性廃棄物の箱に捨てる
②吸引びんの排液は、汚物室にて廃棄する
その後の汚水は、総合汚水処理場にて処理される
（6）人工呼吸器
①エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌後の蛇管を使用する
②使用後の蛇管は、十分水洗し、消毒液に30 分間浸漬後、中央材料室にてEOG 滅菌乾燥させる
（7）排泄物
　取扱う際は、必ず手袋、エプロンを装着する。使用後の手袋は感染性廃棄物箱へ捨てる
①便・尿はそのまま速やかに室外に出し、汚物槽にて流す
②喀痰は、感染性廃棄物箱に入れ処分する
③尿器・ポータブルトイレは専用のものとし、使用後洗浄し、乾燥させておく
	＊人体から採取された感染性危険物として取扱う
＊エフゲン®（ホルマリン）は、人体に有害と報告あり
＊二重袋は、他の非感染と間違えないために工夫した
＊洗濯場からのコメント
　85 ℃の熱湯にて洗濯後
　75 ℃以上の蒸気乾燥を実施
＊最近では、蛇管はディスポーザブルとして使い捨てにしている施設も多い

	（8）ごみ類
①可燃物…ごみ類はビニール袋に入れ、室外に出すときは、二重袋として出し、一般のごみ同様に看護助手が出す
②不燃物…缶、ビン類は手袋装着のまま室外の専用廃棄物入れへ捨てる
③針…針専用のプラスチック容器に捨てる
外へ出すとき、手袋装着のまま室外の専用廃棄物入れに捨てる
④注射器…針を付けたまま、針専用廃棄物入れに捨てる
（9）その他の器具
①できるだけディスポ製品を使用する
②金属類で、血液等有機物付着時は、流水のもとで洗浄し、回収コンテナに入れ、中央材料室へ出す
③中央材料室で、消毒、滅菌ができないもの（内視鏡等） は、専用の消毒薬で処理する
（10）食器
①病院の食器を使用する

②熱水洗浄できる場合は、他の食器類と区別する必要はない

	＊針・注射器などは、通常どおりの分別処理を室内でも実施する
＊ステリスコープ® 3%液
（グルタラール製薬）
　内視鏡専用殺菌消毒薬
＊他の食器と区別する場合には、配膳室の専用ポリ容器へ入れる

	Ⅲ　患者の移送
　１）手術出し
（1）ストレッチャーでの搬送
①患者の皮膚を十分清潔にする
②患者の十分な手洗いを行う
③清拭したストレッチャーの上に清潔シーツを準備する
④呼吸器より検出の場合、マスクを着用させる
⑤創より検出の場合、包交し、ガーゼで十分に覆う
⑥患者に術衣を着せ、準備したストレッチャーに乗せる
⑦皮膚病変がある場合は、患者をシーツでくるむ
⑧他は、通常の手術出しと同様
（2）車椅子での搬送
上記①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧と同様
（3）手術室での搬送
①他患者との接触を避けるため、搬入搬出時間を考慮し、病棟と連絡をとる
②各手術室へ搬入後、シーツを開き、患者のみ手術台へ移床する
③手術後、創部からの検出の場合は、シーツにくるむ
④速やかに病棟へ移動する
　２）検査出し

　原則として、室内より出ない
　状況によっては、放射線科の検査で必要時出る場合は、手術出しの①、②、④、⑤、⑥、⑧と同様
	

	Ⅳ　室内の清掃
看護助手が、最低1 回/日必ず行う
①掃除機は、フィルター付きのものを使用する
②床の清掃は、粘着式清掃用具で奥から入口に向かい、一定方向に埃を取る
③床拭き清掃は、毎日最低1 回以上行う
④清掃用モップは専用のものとし、一般清掃用洗剤を使用する
⑤ベッドの周囲（床頭台、オーバーテーブル、ベッド柵、ナースコール、ドアノブ）も、一般清掃用洗剤で清拭する
　汚染が考えられる場合はそのつど、看護師、看護助手ともに実施する
⑥シーツ交換時は、埃を立てないように行い、シーツ類はビニール袋に入れ処理する
	＊メディカルスプレー、スペースライサーは必要なし

	V　個別管理解除後の室内清掃
①解除後は、通常の清掃でよい
②飛沫の付着の可能性があった部分（壁、棚、ベッドのフレーム、ベッドランプの傘、カーテンレール、ナースコ一ル）は、70%アルコールで拭く
③使用した医療機器は、70%アルコールで清拭して室外へ出す
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